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司法修習生各位 (妻季隻凄繍鰄'拳鱗錨胤千I

司法研修所事務局総務課長谷口哲文
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入寮申込みについて（お知らせ）

当研修所における集合修習期間中に合宿舎への入寮を希望する者の入寮申込みを

下記のとおり受け付けます。

記

1 入寮希望者は,別紙様式による「入寮許可願」を作成の上, 「司法研修所（い

ずみ寮）事務局総務課寮務係」宛ての簡易書留により， 5月17日（木） （同日

消印有効）までに各自郵送する。同日までに「入寮許可願」を発送しない者に

は入寮を許可しないので，注意する。

なお， 「入寮許可願」に虚偽の記載をした場合は，処分されることがある。

2合宿舎として，いずみ寮及びひかり寮を用意する。

入寮希望者が収容可能人数を超える場合， 入寮を必要とする事情を総合的に

考慮して入寮の許否を判断するが，原則として，以下の順位で割り当てる。

（1） 通所圏内に住居を有しない者

（2） 現住所の住居又は自宅（実家を含む。 ）等の所在地から司法研修所までの通

所時間の長い者（なお，抽選の方法を用いて決定する場合がある。 ）

他方，入寮希望者が収容可能人数に満たない場合でも，入寮申込みの追加受付

は行わない。

3 「入寮許可願」を提出した者に対する入寮の許否の通知は，実務修習地の地方

裁判所宛てに入寮許否の通知書を7月3日 （火）に発送する方法により行う。
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私の住居の状況等は下記のとおりであり，集合修習期間中に合宿舎へ入寮したいので，

許可してください。

入寮中は， 「司法研修所司法修習生在寮準則」等の規律を厳守します。

記
毎

1 実務修習中の現住所（必ず記載する。 ）

T － 住 所

電話番号 （ ）

携帯電話 （ ）

2 1以外の自宅（実家を含む。 ）等の住所（複数ある場合はいずれも記載し，三つ以上

ある場合には，下の余白に(3)， (4)などと符号を付した上で記載する。 ）

（1） 〒 － 住 所

・ 電話番号 （ ）

（2） 〒 一 住 所

電話番号 （ ）

3 1及び2に記載の住所のうち，司法研修所までの所要時間が最短のもの（当該住所が，

東京都，神奈川県，埼玉県又は千葉県内にある場合のみ記載すれば足りる。 ）

□1の住所□2(1)の住所□2(2)の住所 （□2の(1)(2)以外→ ）

4 3でチェックを付した住所の最寄り駅等

（1） 最寄り駅 線 駅
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（2） 最寄り駅からの所要時間 時間 分

（到着駅） 口和光市駅口大泉学園駅

（3） 最寄り駅までの移動手段と所要時間

口徒歩 分ロバス 分（バス利用の場合は停留所名を記載する。 ）

5 3でチェックを付した住所から司法研修所に通所できない場合は，その理由（できる

限り詳しく記載する。 ）並びに3でチェックを付さなかった住所の利用の可否及び司法

研修所までの所要時間
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6 喫煙の有無口有（電子器具含む。 ） 口無

※5月17日（木）締切（同日消印有効） （各自の簡易書留のみ可）


